
いわき市 新型コロナウイルス感染症経済対策

令和３年度
店舗等新規出店支援事業費補助金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響による、商店街等の空き店舗増加や市内商業の衰退

を防止するため、市内の空き店舗等を利用して新規出店する事業者に対して、店舗等

の改装工事費及び賃料の一部を補助します。

① 小売業、飲食サービス業を営む事業者

② 令和３年３月１日から12月31日までの間に、新規出店及び工事代金の支払いが

完了する事業者

③ 事業者選定審査会設置要領に基づく審査会において、補助対象者として

採択を受けた事業者

④ 市税等を滞納していない事業者

⑤ 国、県、市からこの補助金と同様の補助金等の交付を受けていない事業者

⑥ 市暴力団排除条例に該当する事業者、風営法関連業種事業ではないこと

１店舗あたり150万円を上限額とします

※補助対象経費は次のとおりとなります。

①内外装工事 ②給排水設備工事 ③冷暖房・空調工事 ④電気・照明工事

⑤その他必要と認められる工事

【補助対象者】以下の要件全てを満たす事業者※法人、個人いずれも対象です

募集期間：令和３年４月1日～５月3１日

【補助内容その①】店舗等の改装費の２分の１を補助

【手続きの流れ】
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【補助内容その②】店舗等の月額賃料の２分の１の６か月相当分を補助

１店舗あたり月額５万円（６か月合計３０万円）を上限額とします

※（借地料、管理費、共益費、駐車場代などは対象外になります）
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① 事前審査申請書 ※市ホームページからダウンロード

② 事業計画書 ※市ホームページからダウンロード

③ 工事費に係る見積書（工事の内容及び金額の内訳がわかるもの）の写し

④ 空き店舗等の位置図及び平面図

⑤ 施工前の現況写真（全体及び工事を行う箇所）

⑥ その他市長が必要と認める書類

【事前審査申請のための必要書類】

店舗等新規出店支援事業費補助金 申請手続きについて

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
可能な限り郵送での申請にご協力願います!

◆詳細については、「募集要領、Q&A（市ホームページ)」を必ずご一読をお願いします

◆郵送料については、申請者の方でご負担願います。

申請書類作成上の注意点

申請書郵送先／本事業にかかる問い合わせ先

いわき市産業振興部商業労政課（平日 ９：00～17：00）

電話：０２４６－２２－７４７６

住所：〒970-8686 いわき市平字梅本21番地

【事業者選定審査会について】

○ 事業内容がいわき市の商業振興に資するものであるかを判断するため、

事業者選定審査会において、書類審査及び面接審査を行います。

〇 事業者選定審査会で一定以上の評価点を得て、採択された事業者のみ

補助金の支給対象となること、また、支給及び支給額は、予算の範囲内での

ものとなることにご注意ください。

〇 事業者選定審査会における主な審査項目は、次のとおりです。

【審査項目】

・店舗経営に関する知識を有しているか

・事業計画は適切か

・資金計画は現実的か

・顧客の絞り込み、顧客ニーズに対応しているか 等

いわき市 新規出店 補助金 検 索


